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令 和 元 年 第 ３ 回 定 例 委 員 会 会 議 録 
 
 

 

１．開催日時   令和元年９月２日（月）  午前９時００分から  

午前９時２５分まで  

２．出席委員   関文夫、小田克彦、山田高資、上田邦雄  

３．出席職員   玉江幸裕、坂巻隆征 

４．会議次第   

 

○  関委員長  

ただいまから令和元年第３回定例委員会を開会する。  

本日の議案は９件と報告事項となっている。議案第３９号「選挙

人名簿登録者数（定時登録）について」から議案第４１号「直接請

求に必要な有権者数について」の３議案は、関連するので一括議題

とする。  

事務局より説明を求める。  

 

○事務局  

議案第３９号  選挙人名簿登録者数（定時登録）について  

（説明）  国立市の令和元年９月１日定時登録基準日における選挙人名簿

登録者数は男性３１，０２９名、女性３３，１４７名、合計６４，

１７６名となっています。 

前回、６月１日の定時登録における選挙人名簿登録者数は、男

性３０，９４４名、女性３３，０４９名、合計６３，９９３名で

あり、男性８５名の増、女性９８名の増、合計１８３名の増とな

っています。 

今回の定時登録者数は１，７３１名、定時登録者数の内、新有権

者（平成１３年６月３日から平成１３年９月２日生）の登録者数は

男性８０名、女性８０名、合計１６０名となっています。 

投票区別の選挙人名簿登録者数は別紙のとおりです。 

 

議案第４０号  選挙人名簿の抹消について 

（説明）  公職選挙法第２８条の規定による抹消者は別紙のとおり  

１，１１２名となっています。   

 

議案第４１号  直接請求に必要な有権者数について 

（説明）  地方自治法第７４条第１項及び第７５条第１項の規定によ

る選挙権を有する者の総数の５０分の１の数は１，２８４名、

市町村の合併の特例に関する法律第４条第１１項及び第４条
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の２第１５項の規定による選挙権を有する者の総数の６分の

１の数は１０，６９６名、地方自治法第７６条第１項、第８

０条第１項、第８１条第１項及び第８６条第１項並びに地方

教育行政の組織及び運営に関する法律第８条第１項の規定に

よる選挙権を有する者の総数の３分の１の数は２１，３９２

名となっています。  

 

○  関委員長  

何か質疑等ありますか。  

 

○  上田委員  

別紙の有権者規模別投票区数とは何か。  

 

○  事務局  

 毎年９月の定時登録の際に東京都選挙管理委員会に報告している

ものです。昨年と比較して選挙人名簿登録者数が８，００１名から

９，０００名の投票区が１箇所減となり、７，００１名から８，０

００名の投票区が１個所増えています。  

 

○  関委員長  

議案第４２号、４３号、４４号を原案のとおり可決する。  

次に、議案第４２号「在外選挙人名簿の登録について」から議案

第４４号「在外選挙人名簿について」の３議案は関連するため一括

議題とする。  

事務局から説明を求める。  

 

○事務局  

議案第４２号 在外選挙人名簿の登録について 

（説明）  前回（令和元年６月１日）以降新たに在外選挙人名簿登録申請

者数は４名おり、登録資格の有無について本籍地へ照会を行った

ところ、登録資格を有していますので、本日付で登録すると共に

本籍地及び在外公館宛に登録した旨の通知をします。 

 

議案第４３号 在外選挙人名簿の抹消について 

（説明） 前回の委員会以降、公職選挙法第３０条の１１の規程による抹

消者は、別紙のとおり、男性１名、女性２名で計３名であり、本

日付で在外選挙人名簿から抹消し、抹消した旨を在外公館及び本

籍地あてに通知をします。 
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議案第４４号 在外選挙人名簿について 

（説明） 前回の登録者数は１４１名で、男性６３名、女性７８名です。

今回の登録者数は、男性２名、女性２名、計４名となり、前回以

降の抹消者は男性１名、女性２名、計３名です。令和元年９月２

日現在の在外選挙人名簿登録者は１４２名で、内訳は男６４名、

女７８名で、最終住所地による名簿登録者数は１０８名、本籍地

による名簿登録者数は３２名となっています。 

 

○  関委員長  

何か質疑等ありますか。  

 

○  各委員  

（質疑等なし）  

 

○  関委員長  

議案第４２号、４３号、４４号を原案のとおり可決する。  

次に、議案第４５号「国立市検察審査員候補者予定者名簿につい

て」と議案第４６号「国立市裁判員候補者予定者名簿について」は

関連いたしますので、一括議題とする。  

事務局から説明を求める。  

 

○  事務局  

議案第４５号  国立市検察審査員候補者予定者名簿について  

（説明）  本議案は、「検察審査会法」（昭和２３年法律第１４７

号）第１０条の検察審査員候補者の選定の規定に基づくもの

で、別紙のとおり、立川検察審査会から候補者の割当てにつ

いて、別紙写しのとおり通知がありました。今回の割当人員

は、第１群から第４群まで各２名の計８名でした。  

検察審査員候補者予定者の選出に当たっては、裁判員候補

者予定者名簿と同様に国立市電子計算組織の運営に関する規

則（昭和６１年規則第２７号）第１条及び第４条の規定に基

づき、本日の定時登録時の選挙人名簿に登録された者の中か

ら選挙人名簿管理システムの検察審査員候補者予定者抽選プ

ログラムを使って割り当てられた人員を選び出しました。  

ご確認いただいき、予定者８名の名簿を検察審査会に送付

します。  
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○  事務局  

議案第４６号  国立市裁判員候補者予定者名簿について  

（説明）  本議案は、「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」（

平成１６年法律第６３号）第２１条の裁判員候補者予定者名

簿の調製の規定に基づくもので、別紙のとおり、東京地方裁

判所立川支部から裁判員候補者の割当人員について、通知が

ありました。今回の割当人員は８２名でした。  

裁判員候補者予定者名簿の調製に当たっては、国立市電子

計算組織の運営に関する規則（昭和６１年規則第２７号）第

１条及び第４条の規定に基づき、本日の定時登録時の選挙人

名簿に登録された者の中から選挙人名簿管理システムの裁判

員候補者予定者抽選プログラムを使って割り当てられた人員

を選び出しました。  

ご確認いただき、予定者８２名の名簿を東京地方裁判所に

送付します。  

以上で、議案第４５号及び議案第４６号の説明を終わりま

す。  

 

○  関委員長  

何か質疑等ありますか。  

 

○  山田委員  

 ４５号及び４６号の割り当て人数については、有権者総数から割

り出されているのか。  

 

○  事務局  

 前回の令和元年６月定時登録者数を裁判所等に報告しており、そ

こから算出されています。  

 

○  関委員長  

それでは、検察審査員候補者予定者名簿のご確認をしていただきた

いと思います。  

 

○  各委員  

（選出した名簿を確認）  

 

○  関委員長  

続いて、裁判員候補者予定者名簿のご確認をしていただきたいと思

います。  
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○  各委員  

（選出した名簿を確認）  

 

○  関委員長  

説明及び名簿の確認が終わりました。何か質疑等ありますか。  

 

○  小田委員  

 名簿への掲載の対象外となる人はいるのか。  

 

○  事務局  

 公職選挙法第１１条により公民権が停止されている人については

除かれています。  

 

○  関委員長  

何か質疑等ありますか。  

 

○  各委員  

（質疑等なし）  

 

○  関委員長  

議案第４５号、４６号を原案のとおり可決する。  

続いて、議案第４７号「選挙人名簿の登録日について」を議題と

する。  

事務局から説明を求める。 

 

○  事務局  

議案第４７号  選挙人名簿の登録日について 

（説明）  平成２８年１２月に公職選挙法第２２条第１項の規定が、定

時登録の登録日が地方公共団体の休日に当たる場合には、１日

又は同日直後の地方公共団体の休日以外の日と改正されたこと

から、本年１２月１日の定時登録日が、休日のため、選挙人名

簿の登録を行う日を１２月２日月曜日に定め公職選挙法施行令

第１４条第１項により告示を行なわなければならないこととな

っていることから委員会に諮らせていただくものです。           

 

○  関委員長  

何か質疑等ありますか。  

 

○  各委員  

（質疑等なし）  
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○  関委員長  

議案第４７号を原案のとおり可決する。  

事務局から報告事項はありますか。 

 

○ 事務局 

（報告）  

・ 令和元年７月２１日に執行された参議院議員選挙の投票結果等につ 

いて 

今回の参議院議員選挙では、４月の市議会議員選挙同様に期日前投 

票について市役所の他３か所を開設しました。 

投票率については、全体で前回を下回っており国立市も低くなりま 

したが、多摩地区では小金井市の次に高い投票率となっています。各

投票所の投票率等につきましては、別添の資料をご確認いただければ

と思います。 

その他、投票入場整理券が届かないという訴えが何件かありました。 

その中で市が発送していないから届かないという訴えもあり、事務局 

としましても印刷の状況、郵便局なども含め調査いたしましたが原因 

を特定できませんでした。 

 

・ 今後の日程について 

次回の定例会は先ほどの決定のとおり１２月２日に開催をいたしま 

す。また、町名地番変更がありますので１１月１９日に委員会を開催

し選挙執行規則の改正を予定しています。来年度は７月に都知事選挙、

１２月に市長選挙が予定されており、市長選挙の日程につきましては、

来年３月の定例委員会にて決定をしていきたいと考えています。 

そのほか今後の予定については、決定次第随時ご連絡します。 

 

○  関委員長  

 何か質疑等ありますか。  

 

○  小田委員  

  選挙人に投票入場整理券が届かない場合の対応はどうするのか。  

 

○ 事務局 

  従前から過去の記録などを確認し不達にならないようにしておりま  

すので、今後も同様に行っていきます。  

 

○  関委員長  

 何か質疑等ありますか。  
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○  各委員  

（質疑等なし）  

 

○  関委員長  

  以上で令和元年第３回定例委員会を閉会する。  

 

 

 

 

 国立市選挙管理委員会規程第７条第２項により署名します。  

 

 

   令和元年１２月２日  

 

           委 員 長                 関     文  夫  

 

 

           職務代理者    小  田   克  彦  

 

 

           委 員                 上  田   邦  雄  

 

 

           委 員                 山  田   高  資  


